
集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分

久我山会館 ホール（平日） 午前 一般 3 9,632 * 7,400 午前 一般 3 7,555 7,400 7,400 7,500 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 3,700 登録
団体 3 4,900 6,200

午後 一般 4 19,264 * 14,000 午後 一般 4 15,115 14,000 14,000 15,000

登録
団体 4 7,000 登録
団体 4 9,600 12,000

夜間 一般 3 19,264 * 14,000 夜間 一般 3 15,117 14,000 14,000 15,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 3 7,000 登録
団体 3 9,600 12,000

全日 一般 - 43,344 * 31,000 全日 一般 - 33,750 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 15,500 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,888 1,800 1,800 1,800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,300 1,500

ホール（土日祝） 午前 一般 3 9,632 * 7,400 午前 一般 3 7,555 7,400 7,400 7,500 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 3,700 登録
団体 3 4,900 6,200

午後 一般 4 23,119 * 16,000 午後 一般 4 18,142 16,000 17,000 18,000 平日*1.2

登録
団体 4 8,000 登録
団体 4 11,000 14,000

夜間 一般 3 23,115 * 16,000 夜間 一般 3 18,140 16,000 17,000 18,000 平日*1.2

登録
団体 3 8,000 登録
団体 3 11,000 14,000

全日 一般 - 50,279 * 34,000 全日 一般 - 39,150 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 17,000 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,888 1,800 1,800 1,800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,300 1,500

控室（集会使用） 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後 一般 4 904 900 900 900

登録
団体 4 450 登録
団体 4 600 700

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 3 678 600 600 600

登録
団体 3 350 登録
団体 3 400 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

和室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第１集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３集会室 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

方南会館 ホール（平日） 午前 一般 3 9,632 * 6,800 午前 一般 3 7,555 7,000 7,200 7,500 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 3,400 登録
団体 3 4,700 6,100

午後 一般 4 19,264 * 10,000 午後 一般 4 15,115 11,000 13,000 15,000

登録
団体 4 5,000 登録
団体 4 8,300 11,000

夜間 一般 3 19,264 * 13,000 夜間 一般 3 15,117 13,000 14,000 15,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 3 6,500 登録
団体 3 9,300 12,000

全日 一般 - 43,344 * 26,000 全日 一般 - 33,750 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 13,000 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,888 1,800 1,800 1,800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,200 1,500

備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

方南会館 ホール（土日祝） 午前 一般 3 9,632 * 6,800 午前 一般 3 7,555 7,000 7,200 7,500 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 3,400 登録
団体 3 4,700 6,100

午後 一般 4 23,119 * 12,000 午後 一般 4 18,142 14,000 16,000 18,000 平日*1.2

登録
団体 4 6,000 登録
団体 4 10,000 14,000

夜間 一般 3 23,115 * 15,000 夜間 一般 3 18,140 16,000 17,000 18,000 平日*1.2

登録
団体 3 7,500 登録
団体 3 11,000 14,000

全日 一般 - 50,279 * 30,000 全日 一般 - 39,150 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 15,000 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,888 1,800 1,800 1,800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,200 1,500

和室 午前 一般 3 1,876 1,800 午前 一般 3 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,200 1,500

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 300

集会室 午前 一般 3 1,876 1,800 午前 一般 3 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,200 1,500

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 300

浜田山会館 ホール（平日） 午前 一般 3 10,051 * 7,600 午前 一般 3 7,884 7,600 7,700 7,800 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 3,800 登録
団体 3 5,100 6,400

午後 一般 4 20,102 * 15,000 午後 一般 4 15,772 15,000 15,000 15,000

登録
団体 4 7,500 登録
団体 4 10,000 12,000

夜間 一般 3 20,102 * 15,000 夜間 一般 3 15,775 15,000 15,000 15,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 3 7,500 登録
団体 3 10,000 12,000

全日 一般 - 45,229 * 33,000 全日 一般 - 34,020 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 16,500 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,971 1,900 1,900 1,900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,300 1,600

ホール（土日祝） 午前 一般 3 10,051 * 7,600 午前 一般 3 7,884 7,600 7,700 7,800 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 3,800 登録
団体 3 5,100 6,400

午後 一般 4 24,124 * 18,000 午後 一般 4 18,931 18,000 18,000 18,000 平日*1.2

登録
団体 4 9,000 登録
団体 4 12,000 15,000

夜間 一般 3 24,120 * 18,000 夜間 一般 3 18,928 18,000 18,000 18,000 平日*1.2

登録
団体 3 9,000 登録
団体 3 12,000 15,000

全日 一般 - 52,465 * 39,000 全日 一般 - 39,420 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 19,500 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,971 1,900 1,900 1,900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,300 1,600

第１集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第２集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３集会室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

平成２７年１月１日廃止 

平成２７年１月１日廃止 
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

浜田山会館 和室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

水屋 午前 一般 3 234 * 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

和田堀会館 和室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,200 2,200 2,200 据え置き

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,400 1,800

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

洋室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,200 2,200 2,200 据え置き

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,400 1,800

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

荻窪地域区民センター 第１集会室 午前 一般 3 3,284 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第２集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第３集会室（特別室） 午前 一般 3 2,463 * 1,900 午前 一般 3 2,375 2,000 2,100 2,300

登録
団体 3 950 登録
団体 3 1,400 1,800

午後 一般 4 3,284 3,200 午後①及び午後② 一般 2 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,600 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,463 2,400 夜間 一般 2 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,200 登録
団体 2 1,300 1,400

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 593 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第４集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第５集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

荻窪地域区民センター 第５集会室 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第６集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第７集会室 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第１和室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第２和室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第３和室（茶室） 午前 一般 3 469 * 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第４和室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

水屋 午前 一般 3 234 * 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

工芸室（工芸使用） 午前 一般 3 3,284 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

工芸室（集会使用） 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

荻窪地域区民センター 工芸室（集会使用） 夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

料理室（20人以下使用） 午前 一般 3 4,599 * 3,700 午前 一般 3 4,435 3,900 4,100 4,400

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,700 3,500

午後 一般 4 6,132 6,100 午後①及び午後② 一般 2 2,956 2,900 2,900 2,900

登録
団体 4 3,050 登録
団体 2 1,900 2,400

夜間 一般 3 4,599 4,500 夜間 一般 2 2,956 2,900 2,900 2,900

登録
団体 3 2,250 登録
団体 2 2,400 2,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,108 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 900

料理室（21人以上使用） 午前 一般 3 6,568 * 5,200 午前 一般 3 6,333 5,500 5,900 6,300

登録
団体 3 2,600 登録
団体 3 3,800 5,000

午後 一般 4 8,758 8,700 午後①及び午後② 一般 2 4,222 4,200 4,200 4,200

登録
団体 4 4,350 登録
団体 2 2,800 3,500

夜間 一般 3 6,568 6,500 夜間 一般 2 4,222 4,200 4,200 4,200

登録
団体 3 3,250 登録
団体 2 3,500 3,800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,000 1,200

展示室（集会使用） 午前 一般 3 2,956 2,900 午前 一般 3 2,851 2,800 2,800 2,800

登録
団体 3 1,450 登録
団体 3 1,900 2,300

午後 一般 4 3,942 3,900 午後①及び午後② 一般 2 1,900 1,900 1,900 1,900

登録
団体 4 1,950 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,956 2,900 夜間 一般 2 1,900 1,900 1,900 1,900

登録
団体 3 1,450 登録
団体 2 1,600 1,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 712 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 500 600

展示室（展示使用） 全日 一般 10 6,336 6,300 全日 一般 10 6,111 6,100 6,100 6,100

登録
団体 10 3,150 登録
団体 10 4,100 5,100

音楽室 午前 一般 1 1,876 * 1,400 午前 一般 1 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 1 700 登録
団体 1 1,000 1,400

午後 一般 1 1,876 1,800 午後 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

夜間 一般 1 1,876 1,800 夜間 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

ピアノ室 午前 一般 1 156 100 午前 一般 1 150 100 100 100

午後 一般 1 156 100 午後 一般 1 150 100 100 100

夜間 一般 1 156 100 夜間 一般 1 150 100 100 100

電子オルガン室 午前 一般 1 156 100 午前 一般 1 150 100 100 100

午後 一般 1 156 100 午後 一般 1 150 100 100 100

夜間 一般 1 156 100 夜間 一般 1 150 100 100 100

体育室（全面使用） 午前 一般 1 747 * 500 午前 一般 1 719 500 600 700

登録
団体 1 250 登録
団体 1 400 500

午後 一般 1 747 700 午後 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

夜間 一般 1 747 700 夜間 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

体育室（半面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

夜間 一般 1 373 300 夜間 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

高井戸地域区民センター 第１集会室 午前 一般 3 4,222 4,200 午前 一般 3 4,071 4,000 4,000 4,000

登録
団体 3 2,100 登録
団体 3 2,700 3,300

午後 一般 4 5,630 5,600 午後①及び午後② 一般 2 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 4 2,800 登録
団体 2 1,800 2,200

夜間 一般 3 4,222 4,200 夜間 一般 2 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 3 2,100 登録
団体 2 2,300 2,500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 800

第２集会室 午前 一般 3 4,222 4,200 午前 一般 3 4,071 4,000 4,000 4,000

登録
団体 3 2,100 登録
団体 3 2,700 3,300

午後 一般 4 5,630 5,600 午後①及び午後② 一般 2 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 4 2,800 登録
団体 2 1,800 2,200

夜間 一般 3 4,222 4,200 夜間 一般 2 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 3 2,100 登録
団体 2 2,300 2,500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 800

平成２７年１月１日廃止 
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）
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（円）
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（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

高井戸地域区民センター 第３集会室 午前 一般 3 2,346 2,300 午前 一般 3 2,262 2,200 2,200 2,200

登録
団体 3 1,150 登録
団体 3 1,500 1,800

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第４集会室 午前 一般 3 2,346 2,300 午前 一般 3 2,262 2,200 2,200 2,200

登録
団体 3 1,150 登録
団体 3 1,500 1,800

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第５集会室 午前 一般 3 2,346 2,300 午前 一般 3 2,262 2,200 2,200 2,200

登録
団体 3 1,150 登録
団体 3 1,500 1,800

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第６集会室（特別室） 午前 一般 3 2,111 2,100 午前 一般 3 2,035 2,000 2,000 2,000

登録
団体 3 1,050 登録
団体 3 1,300 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第７集会室 午前 一般 3 2,815 2,800 午前 一般 3 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 3 1,400 登録
団体 3 1,800 2,200

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第８集会室 午前 一般 3 3,284 3,200 午前 一般 3 3,166 3,100 3,100 3,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 3 2,100 2,600

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 500 600

第９集会室 午前 一般 3 4,692 4,600 午前 一般 3 4,524 4,500 4,500 4,500

登録
団体 3 2,300 登録
団体 3 3,000 3,700

午後 一般 4 6,256 6,200 午後①及び午後② 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 4 3,100 登録
団体 2 2,000 2,500

夜間 一般 3 4,692 4,600 夜間 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 3 2,300 登録
団体 2 2,500 2,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 800 900

第１和室（茶室） 午前 一般 3 1,642 1,600 午前 一般 3 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,000 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２和室 午前 一般 3 2,346 2,300 午前 一般 3 2,262 2,200 2,200 2,200

登録
団体 3 1,150 登録
団体 3 1,500 1,800

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300
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高井戸地域区民センター 第２和室 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

水屋 午前 一般 3 469 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

創作室（創作使用） 午前 一般 3 3,753 3,700 午前 一般 3 3,619 3,600 3,600 3,600

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,400 3,000

午後 一般 4 5,004 5,000 午後①及び午後② 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 4 2,500 登録
団体 2 1,600 2,000

夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 3 1,850 登録
団体 2 2,000 2,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 904 900 900 900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 700

創作室（集会使用） 午前 一般 3 1,876 1,800 午前 一般 3 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,200 1,500

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 300

料理室（15人以下使用） 午前 一般 3 3,942 3,900 午前 一般 3 3,801 3,800 3,800 3,800

登録
団体 3 1,950 登録
団体 3 2,500 3,100

午後 一般 4 5,256 5,200 午後①及び午後② 一般 2 2,534 2,500 2,500 2,500

登録
団体 4 2,600 登録
団体 2 1,700 2,100

夜間 一般 3 3,942 3,900 夜間 一般 2 2,534 2,500 2,500 2,500

登録
団体 3 1,950 登録
団体 2 2,100 2,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 950 900 900 900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 700

料理室（16人以上使用） 午前 一般 3 5,630 5,600 午前 一般 3 5,428 5,400 5,400 5,400

登録
団体 3 2,800 登録
団体 3 3,600 4,500

午後 一般 4 7,507 7,500 午後①及び午後② 一般 2 3,619 3,600 3,600 3,600

登録
団体 4 3,750 登録
団体 2 2,400 3,000

夜間 一般 3 5,630 5,600 夜間 一般 2 3,619 3,600 3,600 3,600

登録
団体 3 2,800 登録
団体 2 3,000 3,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 900 1,100

体育室（集会使用） 午前 一般 3 13,192 13,000 午前 一般 3 10,357 10,000 10,000 10,000

登録
団体 3 6,500 登録
団体 3 7,600 8,800

午後 一般 4 26,384 26,000 午後①及び午後② 一般 2 10,357 10,000 10,000 10,000

登録
団体 4 13,000 登録
団体 2 7,600 8,800

夜間 一般 3 26,384 26,000 夜間 一般 2 13,809 13,000 13,000 13,000

登録
団体 3 13,000 登録
団体 2 13,000 13,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,589 2,500 2,500 2,500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 2,100 2,300

音楽室 一般 1 2,111 2,100 一般 1 2,035 2,000 2,000 2,000

登録
団体 1 1,050 登録
団体 1 1,300 1,600

ピアノ室 一般 1 312 300 一般 1 301 300 300 300

電子オルガン室 一般 1 312 300 一般 1 301 300 300 300

体育室（全面使用） 一般 1 1,446 1,400 一般 1 1,438 1,400 1,400 1,400

登録
団体 1 700 登録
団体 1 900 1,100

体育室（半面使用） 一般 1 723 700 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 500 600

体育室（１／３面使用） 一般 1 477 400 一般 1 474 500 500 500

登録
団体 1 200 登録
団体 1 300 400

体育室（１／４面使用） 一般 1 300 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 300 300

西荻地域区民センター 第３集会室 午前 一般 3 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500
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西荻地域区民センター 第４集会室 午前 一般 3 3,284 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第７集会室（特別室） 午前 一般 3 3,167 * 2,500 午前 一般 3 3,053 2,600 2,800 3,000

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,222 4,200 午後①及び午後② 一般 2 2,035 2,000 2,000 2,000

登録
団体 4 2,100 登録
団体 2 1,300 1,600

夜間 一般 3 3,167 3,100 夜間 一般 2 2,035 2,000 2,000 2,000

登録
団体 3 1,550 登録
団体 2 1,700 1,800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 763 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第３和室 午前 一般 3 938 * 700 午前 一般 3 904 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第４和室（茶室） 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

水屋 午前 一般 3 234 * 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

レクリエーション室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

料理室（11人以下使用） 午前 一般 3 1,971 * 1,500 午前 一般 3 1,900 1,600 1,700 1,900

登録
団体 3 750 登録
団体 3 1,100 1,500

午後 一般 4 2,628 2,600 午後①及び午後② 一般 2 1,267 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,300 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,971 1,900 夜間 一般 2 1,267 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 950 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 475 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

料理室（12人以上使用） 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

時間超過 登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第２音楽室 午前 一般 1 1,173 * 900 午前 一般 1 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 1 450 登録
団体 1 600 800

午後 一般 1 1,173 1,100 午後 一般 1 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 1 550 登録
団体 1 700 900

夜間 一般 1 1,173 1,100 夜間 一般 1 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 1 550 登録
団体 1 700 900
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西荻地域区民センター ピアノ室 午前 一般 1 156 100 午前 一般 1 150 100 100 100

午後 一般 1 156 100 午後 一般 1 150 100 100 100

夜間 一般 1 156 100 夜間 一般 1 150 100 100 100

体育室（全面使用） 午前 一般 1 1,495 * 900 午前 一般 1 1,438 1,000 1,200 1,400

登録
団体 1 450 登録
団体 1 700 1,000

午後 一般 1 1,495 1,400 午後 一般 1 1,438 1,400 1,400 1,400

登録
団体 1 700 登録
団体 1 900 1,100

夜間 一般 1 1,495 1,400 夜間 一般 1 1,438 1,400 1,400 1,400

登録
団体 1 700 登録
団体 1 900 1,100

体育室（半面使用） 午前 一般 1 747 700 午前 一般 1 719 500 600 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

午後 一般 1 747 700 午後 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 500 600

夜間 一般 1 747 700 夜間 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 500 600

体育室（１／３面使用） 午前 一般 1 493 400 午前 一般 1 474 400 400 500

登録
団体 1 200 登録
団体 1 300 400

午後 一般 1 493 400 午後 一般 1 474 500 500 500

登録
団体 1 200 登録
団体 1 300 400

夜間 一般 1 493 400 夜間 一般 1 474 500 500 500

登録
団体 1 200 登録
団体 1 300 400

体育室（１／４面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 300 300

夜間 一般 1 373 300 夜間 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 300 300

阿佐谷地域区民センター 第１集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第２集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３集会室 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第４集会室 午前 一般 3 3,753 * 3,000 午前 一般 3 3,619 3,200 3,400 3,600

登録
団体 3 1,500 登録
団体 3 2,200 2,900

午後 一般 4 5,004 5,000 午後①及び午後② 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 4 2,500 登録
団体 2 1,600 2,000

夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 3 1,850 登録
団体 2 2,000 2,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 904 900 900 900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 700

第５集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第１和室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）
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改定使用料

（円）
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改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

阿佐谷地域区民センター 第１和室 午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２和室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第３和室 午前 一般 3 938 * 700 午前 一般 3 904 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第４和室 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第５和室 午前 一般 3 985 * 700 午前 一般 3 950 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,314 1,300 午後①及び午後② 一般 2 633 600 600 600

登録
団体 4 650 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 985 900 夜間 一般 2 633 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 200 200 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 200

水屋 午前 一般 3 469 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第１レクリエーション室 午前 一般 3 1,055 * 800 午前 一般 3 1,017 800 900 1,000

登録
団体 3 400 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,407 1,400 午後①及び午後② 一般 2 678 600 600 600

登録
団体 4 700 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,055 1,000 夜間 一般 2 678 600 600 600

登録
団体 3 500 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 254 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２レクリエーション室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

工芸室（工芸使用） 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

44



集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

阿佐谷地域区民センター 工芸室（集会使用） 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

料理室（1４人以下使用） 午前 一般 3 2,956 * 2,200 午前 一般 3 2,851 2,400 2,600 2,800

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,200

午後 一般 4 3,942 3,900 午後①及び午後② 一般 2 1,900 1,900 1,900 1,900

登録
団体 4 1,950 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,956 2,900 夜間 一般 2 1,900 1,900 1,900 1,900

登録
団体 3 1,450 登録
団体 2 1,600 1,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 712 600 600 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

料理室（１５人以上使用） 午前 一般 3 4,222 * 3,300 午前 一般 3 4,071 3,500 3,700 4,000

登録
団体 3 1,650 登録
団体 3 2,400 3,200

午後 一般 4 5,630 5,600 午後①及び午後② 一般 2 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 4 2,800 登録
団体 2 1,800 2,200

夜間 一般 3 4,222 4,200 夜間 一般 2 2,714 2,700 2,700 2,700

登録
団体 3 2,100 登録
団体 2 2,300 2,500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,017 900 900 1,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 800

軽運動室 午前 一般 3 2,346 2,300 午前 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,150 登録
団体 1 800 800

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 4 1,550 登録
団体 1 700 700

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,150 登録
団体 1 800 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 667 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 600

音楽室 午前 一般 1 1,876 * 1,400 午前 一般 1 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 1 700 登録
団体 1 1,000 1,400

午後 一般 1 1,876 1,800 午後 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

夜間 一般 1 1,876 1,800 夜間 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

体育室（全面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

夜間 一般 1 373 300 夜間 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

高円寺地域区民センター 第１集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２集会室 午前 一般 3 469 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第３集会室 午前 一般 3 469 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

45



集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

高円寺地域区民センター 第４集会室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第８集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第９集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第10集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第３和室（茶室） 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第４和室 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第５和室（茶室） 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

水屋（１） 午前 一般 3 469 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

水屋（２） 午前 一般 3 234 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
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現行使用料
計算額（円）
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緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

高円寺地域区民センター 水屋（２） 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

工芸室（工芸使用） 午前 一般 3 3,284 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

工芸室（集会使用） 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

料理室（11人以下使用） 午前 一般 3 2,628 * 2,100 午前 一般 3 2,533 2,200 2,300 2,500

登録
団体 3 1,050 登録
団体 3 1,500 2,000

午後 一般 4 3,504 3,500 午後①及び午後② 一般 2 1,688 1,600 1,600 1,600

登録
団体 4 1,750 登録
団体 2 1,100 1,300

夜間 一般 3 2,628 2,600 夜間 一般 2 1,688 1,600 1,600 1,600

登録
団体 3 1,300 登録
団体 2 1,400 1,500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 633 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

料理室（12人以上使用） 午前 一般 3 3,753 * 3,000 午前 一般 3 3,619 3,200 3,400 3,600

登録
団体 3 1,500 登録
団体 3 2,200 2,900

午後 一般 4 5,004 5,000 午後①及び午後② 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 4 2,500 登録
団体 2 1,600 2,000

夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 3 1,850 登録
団体 2 2,000 2,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 904 900 900 900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 700

軽運動室 午前 一般 3 3,284 3,200 午前 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,600 登録
団体 1 800 800

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 4 2,150 登録
団体 1 800 800

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,600 登録
団体 1 800 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 667 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 600

第１音楽室 午前 一般 1 1,876 * 1,400 午前 一般 1 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 1 700 登録
団体 1 1,000 1,400

午後 一般 1 1,876 1,800 午後 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

夜間 一般 1 1,876 1,800 夜間 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

第２音楽室 午前 一般 1 821 * 700 午前 一般 1 791 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

午後 一般 1 821 800 午後 一般 1 791 700 700 700

登録
団体 1 400 登録
団体 1 500 600

夜間 一般 1 821 800 夜間 一般 1 791 700 700 700

登録
団体 1 400 登録
団体 1 500 600

体育室（全面使用） 午前 一般 1 747 * 500 午前 一般 1 719 500 600 700

登録
団体 1 250 登録
団体 1 400 500

午後 一般 1 747 700 午後 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

夜間 一般 1 747 700 夜間 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

体育室（半面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

夜間 一般 1 373 300 夜間 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

永福和泉地域区民センター 第１集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200
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永福和泉地域区民センター 第１集会室 夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第２集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第３集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第４集会室 午前 一般 3 4,692 * 3,700 午前 一般 3 4,524 3,900 4,200 4,500

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,700 3,600

午後 一般 4 6,256 6,200 午後①及び午後② 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 4 3,100 登録
団体 2 2,000 2,500

夜間 一般 3 4,692 4,600 夜間 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 3 2,300 登録
団体 2 2,500 2,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 900

第５集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第６集会室 午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,700 1,800 2,000

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,200 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 400 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第７集会室 午前 一般 3 469 400 午前 一般 3 452 400 400 400

登録
団体 3 200 登録
団体 3 200 300

午後 一般 4 625 600 午後①及び午後② 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 4 300 登録
団体 2 200 200

夜間 一般 3 469 400 夜間 一般 2 301 300 300 300

登録
団体 3 200 登録
団体 2 200 200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 113 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２和室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

第１和室（舞台を
使用する場合）

第１和室（舞台を
使用しない場合）
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永福和泉地域区民センター 第２和室 午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３和室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第４和室（茶室） 午前 一般 3 938 * 700 午前 一般 3 904 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 200 300 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

水屋 午前 一般 3 234 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

工芸室（工芸使用） 午前 一般 3 3,284 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

工芸室（集会使用） 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 400 500 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 500

料理室（11人以下使用） 午前 一般 3 3,285 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,380 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,285 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

料理室（12人以下使用） 午前 一般 3 4,692 * 3,700 午前 一般 3 4,524 3,900 4,200 4,500

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,700 3,600

午後 一般 4 6,256 6,200 午後①及び午後② 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 4 3,100 登録
団体 2 2,000 2,500

夜間 一般 3 4,692 4,600 夜間 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 3 2,300 登録
団体 2 2,500 2,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 900

軽運動室 午前 一般 3 4,692 4,600 午前 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 2,300 登録
団体 1 800 800

午後 一般 4 6,256 6,200 午後①及び午後② 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 4 3,100 登録
団体 1 800 800

夜間 一般 3 4,692 4,600 夜間 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 2,300 登録
団体 1 800 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 667 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 600
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

永福和泉地域区民センター 第１音楽室 午前 一般 1 1,642 * 1,200 午前 一般 1 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 1 600 登録
団体 1 900 1,200

午後 一般 1 1,642 1,600 午後 一般 1 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 1 800 登録
団体 1 1,000 1,200

夜間 一般 1 1,642 1,600 夜間 一般 1 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 1 800 登録
団体 1 1,000 1,200

第２音楽室 午前 一般 1 1,055 * 800 午前 一般 1 1,017 800 900 1,000

登録
団体 1 400 登録
団体 1 600 800

午後 一般 1 1,055 1,000 午後 一般 1 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

夜間 一般 1 1,055 1,000 夜間 一般 1 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

体育室（全面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

夜間 一般 1 373 300 夜間 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

井草地域区民センター 第１集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第２集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第３集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第４集会室 午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,700 1,800 2,000

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,200 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 400 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第５集会室 午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,700 1,800 2,000

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,200 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 400 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第６集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第７集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

井草地域区民センター 第７集会室 夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第１和室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２和室（茶室） 午前 一般 3 938 * 700 午前 一般 3 904 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第４和室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

視聴覚準備室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

水屋 午前 一般 3 234 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

工芸室（工芸使用） 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

工芸室（集会使用） 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

第３和室（舞台を
使用する場合）

第３和室（舞台を
使用しない場合）

平成２７年１月１日廃止 
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）
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（円）
時間

改　　定
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計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

井草地域区民センター 工芸室（集会使用） 午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

料理室（14以下使用） 午前 一般 3 3,613 * 2,800 午前 一般 3 3,483 3,000 3,200 3,400

登録
団体 3 1,400 登録
団体 3 2,000 2,700

午後 一般 4 4,818 4,800 午後①及び午後② 一般 2 2,322 2,300 2,300 2,300

登録
団体 4 2,400 登録
団体 2 1,500 1,900

夜間 一般 3 3,613 3,600 夜間 一般 2 2,322 2,300 2,300 2,300

登録
団体 3 1,800 登録
団体 2 1,900 2,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 870 800 800 800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 500 600

料理室（15人以上使用） 午前 一般 3 5,161 * 3,900 午前 一般 3 4,976 4,200 4,500 4,900

登録
団体 3 1,950 登録
団体 3 2,900 3,900

午後 一般 4 6,881 6,800 午後①及び午後② 一般 2 3,317 3,300 3,300 3,300

登録
団体 4 3,400 登録
団体 2 2,200 2,700

夜間 一般 3 5,161 5,100 夜間 一般 2 3,317 3,300 3,300 3,300

登録
団体 3 2,550 登録
団体 2 2,800 3,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,244 1,100 1,100 1,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 900

軽運動室 午前 一般 3 3,753 3,700 午前 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,850 登録
団体 1 800 800

午後 一般 4 5,004 5,000 午後①及び午後② 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 4 2,500 登録
団体 1 800 800

夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,850 登録
団体 1 800 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 667 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 600

第１音楽室 午前 一般 1 1,055 * 800 午前 一般 1 1,017 800 900 1,000

登録
団体 1 400 登録
団体 1 600 800

午後 一般 1 1,055 1,000 午後 一般 1 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

夜間 一般 1 1,055 1,000 夜間 一般 1 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

第２音楽室 午前 一般 1 1,876 * 1,400 午前 一般 1 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 1 700 登録
団体 1 1,000 1,400

午後 一般 1 1,876 1,800 午後 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

夜間 一般 1 1,876 1,800 夜間 一般 1 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 1 900 登録
団体 1 1,200 1,500

梅里区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 300 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

午前 一般 3 1,407 * 1,200 午前 一般 3 1,357 1,200 1,200 1,300

登録
団体 3 600 登録
団体 3 800 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

上高井戸区民集会所 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

第２集会室（特別
パントリーを使用
しない場合）

第２集会室（特別
パントリーを使用
する場合）

集会室（特別パン
トリーを使用する
場合）

平成２７年１月１日廃止 
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

上高井戸区民集会所 夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第１和室 午前 一般 3 938 * 700 午前 一般 3 904 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２和室 午前 一般 3 938 * 700 午前 一般 3 904 700 800 900

登録
団体 3 350 登録
団体 3 500 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

四宮区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第２集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

和室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

西荻南区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第２集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

遊戯室（集会使用） 午前 一般 3 4,692 * 3,700 午前 一般 3 4,524 3,900 4,200 4,500

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,700 3,600

集会室（特別パン
トリーを使用しな
い場合）

集会室（特別パン
トリーを使用する
場合）
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

西荻南区民集会所 遊戯室（集会使用） 午後 一般 4 6,256 6,200 午後①及び午後② 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 4 3,100 登録
団体 2 2,000 2,500

平日夜間 一般 2 3,128 3,100 平日夜間 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 2 1,550 登録
団体 2 2,000 2,500

休日夜間 一般 3 4,692 4,600 休日夜間 一般 2 3,016 3,000 3,000 3,000

登録
団体 3 2,300 登録
団体 2 2,500 2,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 800

集会室兼音楽室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

平日夜間 一般 2 1,094 1,000 平日夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 2 500 登録
団体 2 600 800

休日夜間 一般 3 1,642 1,600 休日夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

遊戯室（体育全面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

平日夜間 一般 1 373 300 平日夜間 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

休日夜間 一般 1 373 300 休日夜間 一般 1 359 300 300 300

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 200

方南区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３集会室 午前 一般 3 703 * 500 午前 一般 3 678 500 500 600

登録
団体 3 250 登録
団体 3 300 400

午後 一般 4 938 900 午後①及び午後② 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 4 450 登録
団体 2 200 300

夜間 一般 3 703 700 夜間 一般 2 452 400 400 400

登録
団体 3 350 登録
団体 2 300 300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

和室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

多目的ルーム（集会使用) 午前 一般 3 3,284 * 2,500 午前 一般 3 3,166 2,700 2,900 3,100

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,379 4,300 午後①及び午後② 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 4 2,150 登録
団体 2 1,400 1,700

夜間 一般 3 3,284 3,200 夜間 一般 2 2,111 2,100 2,100 2,100

登録
団体 3 1,600 登録
団体 2 1,700 1,900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 791 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

午前 一般 1 1,094 * 800 午前 一般 1 1,055 800 900 1,000

登録
団体 1 400 登録
団体 1 600 800

午後 一般 1 1,094 1,000 午後 一般 1 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

多目的ルーム（音
楽使用又は体育
使用)
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

方南区民集会所 夜間 一般 1 1,094 1,000 夜間 一般 1 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

下高井戸区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第２集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第１和室 午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,700 1,800 2,000

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,200 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 400 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第２和室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

水屋 午前 一般 3 234 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

体育室（集会使用） 午前 一般 3 5,161 * 4,000 午前 一般 3 4,976 4,300 4,600 4,900

登録
団体 3 2,000 登録
団体 3 2,900 3,900

午後 一般 4 6,881 6,800 午後①及び午後② 一般 2 3,317 3,300 3,300 3,300

登録
団体 4 3,400 登録
団体 2 2,200 2,700

夜間 一般 3 5,161 5,100 夜間 一般 2 3,317 3,300 3,300 3,300

登録
団体 3 2,550 登録
団体 2 2,800 3,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,244 1,200 1,200 1,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 800 1,000

体育室（全面使用） 午前 一般 1 747 * 500 午前 一般 1 719 500 600 700

登録
団体 1 250 登録
団体 1 400 500

午後 一般 1 747 700 午後 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

夜間 一般 1 747 700 夜間 一般 1 719 700 700 700

登録
団体 1 350 登録
団体 1 400 500

体育室（半面使用） 午前 一般 1 373 300 午前 一般 1 359 300 300 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

午後 一般 1 373 300 午後 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

夜間 一般 1 373 300 夜間 一般 1 359 400 400 400

登録
団体 1 150 登録
団体 1 200 300

本天沼区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

多目的ルーム（音
楽使用又は体育
使用)
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）
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改定使用料

（円）
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改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

本天沼区民集会所 第２集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第３集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第４集会室 午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,700 1,800 2,000

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,200 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 400 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

和室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

和田区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第１和室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２和室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600
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和田区民集会所 第２和室 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

水屋 午前 一般 3 234 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

八成区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第３集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第４集会室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

和室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

水屋 午前 一般 3 234 200 午前 一般 3 226 200 200 200

登録
団体 3 100 登録
団体 3 100 100

午後 一般 4 312 300 午後①及び午後② 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 4 150 登録
団体 2 100 100

夜間 一般 3 234 200 夜間 一般 2 150 100 100 100

登録
団体 3 100 登録
団体 2 100 100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 56 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

高円寺北区民集会所 第１集会室 午前 一般 3 1,642 1,600 午前 一般 3 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,000 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第２集会室 午前 一般 3 1,642 1,600 午前 一般 3 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,000 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800
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高円寺北区民集会所 第２集会室 夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第３集会室 午前 一般 3 1,173 1,100 午前 一般 3 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 3 550 登録
団体 3 700 900

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第４集会室 午前 一般 3 1,642 1,600 午前 一般 3 1,583 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,000 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第５集会室 午前 一般 3 1,407 1,400 午前 一般 3 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 700 登録
団体 3 900 1,100

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

午前 一般 3 1,407 1,400 午前 一般 3 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 700 登録
団体 3 900 1,100

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

午前 一般 3 1,173 1,100 午前 一般 3 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 3 550 登録
団体 3 700 900

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

和室 午前 一般 3 2,346 2,300 午前 一般 3 2,262 2,200 2,200 2,200

登録
団体 3 1,150 登録
団体 3 1,500 1,800

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

産業商工会館 講堂、舞台（平日） 午前 一般 3 9,213 * 6,900 午前 一般 3 7,227 6,900 6,900 6,900 据え置き

登録
団体 3 3,450 登録
団体 3 4,600 5,700

午後 一般 4 18,427 * 12,000 午後 一般 4 14,458 12,000 12,000 12,000 据え置き

登録
団体 4 6,000 登録
団体 4 8,000 10,000

夜間 一般 3 18,427 * 13,000 夜間 一般 3 14,460 13,000 13,000 13,000 据え置き

登録
団体 3 6,500 登録
団体 3 8,600 10,000

全日 一般 - 41,460 * 28,000 全日 一般 - 28,710 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 14,000 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,806 1,800 1,800 1,800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,200 1,500

講堂、舞台（土日祝） 午前 一般 3 9,213 * 6,900 午前 一般 3 7,227 6,900 6,900 6,900 据え置き

登録
団体 3 3,450 登録
団体 3 4,600 5,700

午後 一般 4 22,114 * 14,000 午後 一般 4 17,350 14,000 14,000 14,000 据え置き

登録
団体 4 7,000 登録
団体 4 9,300 11,000

夜間 一般 3 22,110 * 16,000 夜間 一般 3 17,352 16,000 16,000 16,000 据え置き

登録
団体 3 8,000 登録
団体 3 10,000 13,000

全日 一般 - 48,093 * 33,000 全日 一般 - 33,210 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 16,500 登録
団体 - （削除） （削除）

第６集会室（特別
パントリーを使用
しない場合）

第６集会室（特別
パントリーを使用
する場合）
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

産業商工会館 講堂、舞台（土日祝） 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,806 1,800 1,800 1,800

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,200 1,500

展示場（集会利用） 午前 一般 3 4,599 * 3,700 午前 一般 3 4,433 3,700 3,700 3,700 据え置き

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,400 3,000

午後 一般 4 6,132 6,100 午後①及び午後② 一般 2 2,955 2,900 2,900 2,900

登録
団体 4 3,050 登録
団体 2 1,900 2,400

夜間 一般 3 4,599 4,500 夜間 一般 2 2,955 2,900 2,900 2,900

登録
団体 3 2,250 登録
団体 2 2,400 2,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,108 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 900

和室 午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,600 1,600 1,600 据え置き

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,000 1,300

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第１集会室 午前 一般 3 1,971 * 1,500 午前 一般 3 1,900 1,500 1,500 1,500 据え置き

登録
団体 3 750 登録
団体 3 1,000 1,200

午後 一般 4 2,628 2,600 午後①及び午後② 一般 2 1,266 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,300 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,971 1,900 夜間 一般 2 1,266 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 950 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 475 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第２集会室 午前 一般 3 1,688 * 1,200 午前 一般 3 1,628 1,200 1,200 1,200 据え置き

登録
団体 3 600 登録
団体 3 800 1,000

午後 一般 4 2,251 2,200 午後①及び午後② 一般 2 1,085 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,100 登録
団体 2 700 800

夜間 一般 3 1,688 1,600 夜間 一般 2 1,085 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 407 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第３集会室 午前 一般 3 938 900 午前 一般 3 904 900 900 900 平成25年7月1日施行

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後①及び午後② 一般 2 603 600 600 600 平成25年7月1日施行

登録
団体 4 600 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 938 900 夜間 一般 2 603 600 600 600 平成25年7月1日施行

登録
団体 3 450 登録
団体 2 500 500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

勤労福祉会館 ホール（平日） 午前 一般 3 20,750 * 18,000 午前 一般 3 13,468 13,000 13,000 13,000 単価は昼間*2/3

午後 一般 4 41,492 * 30,000 午後 一般 4 26,945 26,000 26,000 26,000

夜間 一般 3 41,487 * 38,000 夜間 一般 3 26,949 26,000 26,000 26,000 単価は昼間*4/3

全日 一般 - 93,356 * 77,000 全日 一般 - 58,500 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 3,367 3,300 3,300 3,300

ホール（土日祝） 午前 一般 3 20,750 * 18,000 午前 一般 3 13,468 13,000 13,000 13,000 単価は昼間*2/3

午後 一般 4 49,790 * 36,000 午後 一般 4 32,334 32,000 32,000 32,000 平日*1.2

夜間 一般 3 49,790 * 46,000 夜間 一般 3 32,339 32,000 32,000 32,000 平日*1.2

全日 一般 - 108,297 * 90,000 全日 一般 - 69,300 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 3,367 3,300 3,300 3,300

第１集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

第２集会室 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第５集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

勤労福祉会館 第５集会室 午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第６集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,200 午前 一般 3 1,583 1,300 1,400 1,500

登録
団体 3 600 登録
団体 3 900 1,200

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第１和室（舞台使用） 午前 一般 3 2,815 * 2,200 午前 一般 3 2,714 2,300 2,500 2,700

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,600 2,100

午後 一般 4 3,753 3,700 午後①及び午後② 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 1,850 登録
団体 2 1,200 1,500

夜間 一般 3 2,815 2,800 夜間 一般 2 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 3 1,400 登録
団体 2 1,500 1,600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 678 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

第１和室（舞台不使用） 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第２和室 午前 一般 3 1,407 * 1,000 午前 一般 3 1,357 1,100 1,200 1,300

登録
団体 3 500 登録
団体 3 700 1,000

午後 一般 4 1,876 1,800 午後①及び午後② 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 4 900 登録
団体 2 600 700

夜間 一般 3 1,407 1,400 夜間 一般 2 904 900 900 900

登録
団体 3 700 登録
団体 2 700 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 339 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

工芸室（工芸使用） 午前 一般 3 3,753 * 3,000 午前 一般 3 3,619 3,200 3,400 3,600

登録
団体 3 1,500 登録
団体 3 2,200 2,900

午後 一般 4 5,004 5,000 午後①及び午後② 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 4 2,500 登録
団体 2 1,600 2,000

夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 2 2,412 2,400 2,400 2,400

登録
団体 3 1,850 登録
団体 2 2,000 2,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 904 900 900 900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 700

工芸室（集会使用） 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

軽運動室 午前 一般 3 3,753 3,700 午前 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,850 登録
団体 1 800 800

午後 一般 4 5,004 5,000 午後①及び午後② 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 4 2,500 登録
団体 1 800 800

夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 1 890 800 800 800

登録
団体 3 1,850 登録
団体 1 800 800

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 667 600 600 600

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 600

第１音楽室 午前 一般 1 1,055 * 800 午前 一般 1 1,017 800 900 1,000

登録
団体 1 400 登録
団体 1 600 800

午後 一般 1 1,055 1,000 午後 一般 1 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

夜間 一般 1 1,055 1,000 夜間 一般 1 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 1 500 登録
団体 1 600 800

電子オルガン室 午前 一般 1 156 100 午前 一般 1 150 100 100 100

午後 一般 1 156 100 午後 一般 1 150 100 100 100

夜間 一般 1 156 100 夜間 一般 1 150 100 100 100
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時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

社会教育センター ホール（平日） 午前 一般 3 38,463 * 36,000 午前 一般 3 24,966 24,000 24,000 24,000 単価は昼間*2/3

午後 一般 4 76,912 * 72,000 午後 一般 4 49,947 49,000 49,000 49,000

夜間 一般 3 76,904 * 72,000 夜間 一般 3 49,954 49,000 49,000 49,000 単価は昼間*4/3

全日 一般 - 173,051 * 162,000 全日 一般 - 109,800 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 6,241 6,200 6,200 6,200

ホール（土日祝） 午前 一般 3 38,463 * 36,000 午前 一般 3 24,966 24,000 24,000 24,000 単価は昼間*2/3

午後 一般 4 92,294 * 86,000 午後 一般 4 59,948 59,000 59,000 59,000 平日*1.2

夜間 一般 3 92,294 * 86,000 夜間 一般 3 59,941 59,000 59,000 59,000 平日*1.2

全日 一般 - 200,745 * 187,000 全日 一般 - 127,800 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 6,241 6,200 6,200 6,200

第５集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第６集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第７集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,400 午前 一般 3 1,809 1,500 1,600 1,800

登録
団体 3 700 登録
団体 3 1,000 1,400

午後 一般 4 2,502 2,500 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,250 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

午前 一般 3 2,111 * 1,600 午前 一般 3 2,035 1,700 1,800 2,000

登録
団体 3 800 登録
団体 3 1,200 1,600

午後 一般 4 2,815 2,800 午後①及び午後② 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 4 1,400 登録
団体 2 900 1,100

夜間 一般 3 2,111 2,100 夜間 一般 2 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 1,050 登録
団体 2 1,100 1,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 400 400 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

午前 一般 3 1,173 * 900 午前 一般 3 1,131 900 1,000 1,100

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 1,564 1,500 午後①及び午後② 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 4 750 登録
団体 2 400 500

夜間 一般 3 1,173 1,100 夜間 一般 2 754 700 700 700

登録
団体 3 550 登録
団体 2 600 600

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 282 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

第２和室 午前 一般 3 2,346 * 1,800 午前 一般 3 2,262 1,900 2,000 2,200

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,300 1,700

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

視聴覚室 午前 一般 3 5,161 * 4,000 午前 一般 3 4,976 4,300 4,600 4,900

登録
団体 3 2,000 登録
団体 3 2,900 3,900

午後 一般 4 6,881 6,800 午後①及び午後② 一般 2 3,317 3,300 3,300 3,300

登録
団体 4 3,400 登録
団体 2 2,200 2,700

夜間 一般 3 5,161 5,100 夜間 一般 2 3,317 3,300 3,300 3,300

登録
団体 3 2,550 登録
団体 2 2,800 3,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,244 1,200 1,200 1,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 800 1,000

リハーサル室 午前 一般 3 3,753 * 3,000 午前 一般 3 3,619 3,200 3,400 3,600

登録
団体 3 1,500 登録
団体 3 2,200 2,900

午後 一般 4 5,004 5,000 午後 一般 4 4,825 4,800 4,800 4,800

登録
団体 4 2,500 登録
団体 4 3,200 4,000

第１和室（舞台を
使用する場合）

第１和室（舞台を
使用しない場合）
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

社会教育センター リハーサル室 夜間 一般 3 3,753 3,700 夜間 一般 3 3,619 3,600 3,600 3,600

登録
団体 3 1,850 登録
団体 3 2,400 3,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 904 900 900 900

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 600 700

展示室（展示使用） 全日 一般 10 19,712 19,000 全日 一般 10 19,012 19,000 19,000 19,000

登録
団体 10 9,500 登録
団体 10 12,000 15,000

展示室（集会使用） 午前 一般 3 9,198 * 7,300 午前 一般 3 8,870 7,800 8,300 8,800

登録
団体 3 3,650 登録
団体 3 5,300 7,000

午後 一般 4 12,264 12,000 午後①及び午後② 一般 2 5,913 5,900 5,900 5,900

登録
団体 4 6,000 登録
団体 2 3,900 4,900

夜間 一般 3 9,198 9,100 夜間 一般 2 5,913 5,900 5,900 5,900

登録
団体 3 4,550 登録
団体 2 5,000 5,400

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,217 2,100 2,100 2,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,400 1,800

杉並会館 第１集会室 午前 一般 3 1,876 * 1,200 午前 一般 3 1,809 1,200 1,200 1,200 据え置き

登録
団体 3 600 登録
団体 3 800 1,000

午後 一般 4 2,502 * 2,400 午後①及び午後② 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 1,200 登録
団体 2 800 1,000

夜間 一般 3 1,876 1,800 夜間 一般 2 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 3 900 登録
団体 2 1,000 1,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 300

第２集会室 午前 一般 3 1,642 * 1,000 午前 一般 3 1,583 1,000 1,000 1,000 据え置き

登録
団体 3 500 登録
団体 3 600 800

午後 一般 4 2,189 2,100 午後①及び午後② 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 4 1,050 登録
団体 2 600 800

夜間 一般 3 1,642 1,600 夜間 一般 2 1,055 1,000 1,000 1,000

登録
団体 3 800 登録
団体 2 800 900

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 395 300 300 300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 200 200

第３集会室 午前 一般 3 2,346 * 1,500 午前 一般 3 2,262 1,500 1,500 1,500 据え置き

登録
団体 3 750 登録
団体 3 1,000 1,200

午後 一般 4 3,128 3,100 午後①及び午後② 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 4 1,550 登録
団体 2 1,000 1,200

夜間 一般 3 2,346 2,300 夜間 一般 2 1,508 1,500 1,500 1,500

登録
団体 3 1,150 登録
団体 2 1,200 1,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 565 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

宴会室（芙蓉） 1回 一般 2 4,692 4,600 1回 一般 2 4,524 4,500 4,500 4,500

宴会室（末広） 〃 一般 2 10,322 10,000 〃 一般 2 9,952 9,900 9,900 9,900

宴会室（孔雀） 〃 一般 2 15,014 * 14,000 〃 一般 2 14,476 14,000 14,000 14,000

芸術会館 小劇場（平日） 午前 一般 3 22,123 22,000 午前 一般 3 22,123 22,000 22,000 22,000 単価は昼間*2/3

午後 一般 4 44,246 44,000 午後 一般 4 44,246 44,000 44,000 44,000

夜間 一般 4 58,995 58,000 夜間 一般 4 58,995 58,000 58,000 58,000 単価は昼間*4/3

全日 一般 - 111,600 111,000 全日 一般 - 111,600 111,000 111,000 111,000 午前・午後・夜間合計*0.9

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 5,530 5,500 5,500 5,500

小劇場（土日祝） 午前 一般 3 26,545 26,000 午前 一般 3 26,545 26,000 26,000 26,000 平日*1.2

午後 一般 4 53,099 53,000 午後 一般 4 53,099 53,000 53,000 53,000 平日*1.2

夜間 一般 4 70,787 70,000 夜間 一般 4 70,787 70,000 70,000 70,000 平日*1.2

全日 一般 - 134,100 134,000 全日 一般 - 134,100 134,000 134,000 134,000 午前・午後・夜間合計*0.9

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 6,636 6,600 6,600 6,600

区民ホール（平日） 午前 一般 3 13,820 13,000 午前 一般 3 10,840 10,000 10,000 10,000 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 6,500 登録
団体 3 7,600 8,800

午後 一般 4 27,640 27,000 午後 一般 4 21,687 21,000 21,000 21,000

登録
団体 4 13,500 登録
団体 4 16,000 18,000

夜間 一般 4 36,854 36,000 夜間 一般 4 28,921 28,000 28,000 28,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 18,000 登録
団体 4 21,000 24,000

全日 一般 - 68,400 68,000 全日 一般 - 53,100 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 34,000 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,710 2,700 2,700 2,700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 2,200 2,400

区民ホール（土日祝） 午前 一般 3 13,820 13,000 午前 一般 3 10,840 10,000 10,000 10,000

登録
団体 3 6,500 登録
団体 3 7,600 8,800

午後 一般 4 32,400 32,000 午後 一般 4 26,030 26,000 26,000 26,000 平日*1.2

登録
団体 4 16,000 登録
団体 4 19,000 22,000

夜間 一般 4 43,200 43,000 夜間 一般 4 34,702 34,000 34,000 34,000 平日*1.2

登録
団体 4 21,500 登録
団体 4 25,000 29,000

全日 一般 - 79,200 79,000 全日 一般 - 63,000 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 39,500 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,710 2,700 2,700 2,700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 2,200 2,400
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）
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（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

芸術会館 午前 一般 3 8,445 8,400 午前 一般 3 8,143 8,100 8,100 8,100

登録
団体 3 4,200 登録
団体 3 5,500 6,800

午後 一般 4 11,260 11,000 午後 一般 4 10,857 10,000 10,000 10,000

登録
団体 4 5,500 登録
団体 4 7,000 8,500

夜間 一般 4 11,260 11,000 夜間 一般 4 10,857 10,000 10,000 10,000

登録
団体 4 5,500 登録
団体 4 7,000 8,500

全日 一般 - 27,360 27,000 全日 一般 - 25,290 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 13,500 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,035 2,000 2,000 2,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,500 1,700

午前 一般 3 8,445 8,400 午前 一般 3 8,143 8,100 8,100 8,100 平日*1.2

登録
団体 3 4,200 登録
団体 3 5,500 6,800

午後 一般 4 13,514 13,000 午後 一般 4 13,032 13,000 13,000 13,000 平日*1.2

登録
団体 4 6,500 登録
団体 4 8,600 10,000

夜間 一般 4 13,514 13,000 夜間 一般 4 13,032 13,000 13,000 13,000 平日*1.2

登録
団体 4 6,500 登録
団体 4 8,600 10,000

全日 一般 - 30,960 30,000 全日 一般 - 30,690 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 15,000 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,035 2,000 2,000 2,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,500 1,700

午前 一般 3 4,200 4,200 午前 一般 3 4,072 4,000 4,000 4,000

登録
団体 3 2,100 登録
団体 3 2,700 3,300

午後 一般 4 5,500 5,500 午後 一般 4 5,429 5,400 5,400 5,400

登録
団体 4 2,750 登録
団体 4 3,600 4,500

夜間 一般 4 5,500 5,500 夜間 一般 4 5,429 5,400 5,400 5,400

登録
団体 4 2,750 登録
団体 4 3,600 4,500

全日 一般 - 13,500 13,500 全日 一般 - 12,645 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 6,750 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 800

午前 一般 3 4,200 4,200 午前 一般 3 4,072 4,000 4,000 4,000 平日*1.2

登録
団体 3 2,100 登録
団体 3 2,700 3,300

午後 一般 4 6,500 6,500 午後 一般 4 6,516 6,500 6,500 6,500 平日*1.2

登録
団体 4 3,250 登録
団体 4 4,300 5,400

夜間 一般 4 6,500 6,500 夜間 一般 4 6,516 6,500 6,500 6,500 平日*1.2

登録
団体 4 3,250 登録
団体 4 4,300 5,400

全日 一般 - 15,000 15,000 全日 一般 - 15,345 （削除） （削除） （削除） 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 7,500 登録
団体 - （削除） （削除）

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,017 1,000 1,000 1,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 800

9～13時 一般 1 747 * 500 9～13時 一般 1 719 500 600 700

13～22時 一般 1 747 700 13～22時 一般 1 719 700 700 700

けいこ場１（平日） 午前 一般 3 4,391 4,300 午前 一般 3 4,391 4,300 4,300 4,300 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 2,150 登録
団体 3 2,800 3,500

午後 一般 4 8,785 8,700 午後 一般 4 8,785 8,700 8,700 8,700

登録
団体 4 4,350 登録
団体 4 5,800 7,200

夜間 一般 4 11,716 11,000 夜間 一般 4 11,716 11,000 11,000 11,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 5,500 登録
団体 4 7,300 9,100

全日 一般 - 21,600 21,000 全日 一般 - 21,600 21,000 21,000 21,000 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 10,500 登録
団体 - 14,000 17,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,097 1,000 1,000 1,000

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 700 800

けいこ場１（土日祝） 午前 一般 3 4,829 4,800 午前 一般 3 4,829 4,800 4,800 4,800 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 2,400 登録
団体 3 3,200 4,000

午後 一般 4 9,656 9,600 午後 一般 4 9,656 9,600 9,600 9,600

登録
団体 4 4,800 登録
団体 4 6,400 8,000

夜間 一般 4 12,872 12,000 夜間 一般 4 12,872 12,000 12,000 12,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 6,000 登録
団体 4 8,000 10,000

全日 一般 - 23,760 23,000 全日 一般 - 23,760 23,000 23,000 23,000 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 11,500 登録
団体 - 15,000 19,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,207 1,200 1,200 1,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 800 1,000

けいこ場２（平日） 午前 一般 3 1,808 1,800 午前 一般 3 1,808 1,800 1,800 1,800 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 900 登録
団体 3 1,200 1,500

午後 一般 4 3,617 3,600 午後 一般 4 3,617 3,600 3,600 3,600

登録
団体 4 1,800 登録
団体 4 2,400 3,000

夜間 一般 4 4,824 4,800 夜間 一般 4 4,824 4,800 4,800 4,800 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 2,400 登録
団体 4 3,200 4,000

全日 一般 - 9,180 9,100 全日 一般 - 9,180 9,100 9,100 9,100 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 4,550 登録
団体 - 6,000 7,500

阿波踊りホール
（集会利用（平
日））

阿波踊りホール
（集会利用（土日
祝））

阿波踊りホール
（阿波踊り利用）

阿波踊りホール
（阿波踊り・集会
以外（平日））

阿波踊りホール
（阿波踊り・集会
以外（土日祝））
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

芸術会館 けいこ場２（平日） 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 452 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 300

けいこ場２（土日祝） 午前 一般 3 1,988 1,900 午前 一般 3 1,988 1,900 1,900 1,900 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 950 登録
団体 3 1,200 1,500

午後 一般 4 3,976 3,900 午後 一般 4 3,976 3,900 3,900 3,900

登録
団体 4 1,950 登録
団体 4 2,600 3,200

夜間 一般 4 5,300 5,300 夜間 一般 4 5,300 5,300 5,300 5,300 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 2,650 登録
団体 4 3,500 4,400

全日 一般 - 9,990 9,900 全日 一般 - 9,990 9,900 9,900 9,900 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 4,950 登録
団体 - 6,600 8,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 497 400 400 400

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 300

けいこ場３（平日） 午前 一般 3 2,066 2,000 午前 一般 3 2,066 2,000 2,000 2,000 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 1,000 登録
団体 3 1,300 1,600

午後 一般 4 4,134 4,100 午後 一般 4 4,134 4,100 4,100 4,100

登録
団体 4 2,050 登録
団体 4 2,700 3,400

夜間 一般 4 5,513 5,500 夜間 一般 4 5,513 5,500 5,500 5,500 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 2,750 登録
団体 4 3,600 4,500

全日 一般 - 10,440 10,000 全日 一般 - 10,440 10,000 10,000 10,000 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 5,000 登録
団体 - 6,600 8,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 516 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

けいこ場３（土日祝） 午前 一般 3 2,272 2,200 午前 一般 3 2,272 2,200 2,200 2,200 単価は昼間*2/3

登録
団体 3 1,100 登録
団体 3 1,400 1,800

午後 一般 4 4,544 4,500 午後 一般 4 4,544 4,500 4,500 4,500

登録
団体 4 2,250 登録
団体 4 3,000 3,700

夜間 一般 4 6,057 6,000 夜間 一般 4 6,057 6,000 6,000 6,000 単価は昼間*4/3

登録
団体 4 3,000 登録
団体 4 4,000 5,000

全日 一般 - 11,430 11,000 全日 一般 - 11,430 11,000 11,000 11,000 午前・午後・夜間合計*0.9

登録
団体 - 5,500 登録
団体 - 7,300 9,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 568 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

科学館 講堂 午前 一般 3 8,914 8,900 午前 一般 3 8,595 8,500 8,500 8,500

登録
団体 3 4,450 登録
団体 3 5,800 7,100

午後 一般 4 11,886 11,000 午後①及び午後② 一般 2 5,730 5,500 5,600 5,700

登録
団体 4 5,500 登録
団体 2 3,700 4,700

夜間 一般 3 8,914 8,900 夜間 一般 2 5,730 5,700 5,700 5,700

登録
団体 3 4,450 登録
団体 2 4,800 5,200

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 2,148 2,100 2,100 2,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 1,500 1,800

視聴覚室 午前 一般 3 5,630 5,600 午前 一般 3 5,428 5,400 5,400 5,400

登録
団体 3 2,800 登録
団体 3 3,600 4,500

午後 一般 4 7,507 7,500 午後①及び午後② 一般 2 3,619 3,600 3,600 3,600

登録
団体 4 3,750 登録
団体 2 2,400 3,000

夜間 一般 3 5,630 5,600 夜間 一般 2 3,619 3,600 3,600 3,600

登録
団体 3 2,800 登録
団体 2 3,000 3,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 900 1,100

第１実験室 午前 一般 3 4,692 4,600 午前 一般 3 4,524 4,500 4,500 4,500

登録
団体 3 2,300 登録
団体 3 3,000 3,700

午後 一般 4 6,256 6,200 午後 一般 4 6,032 6,000 6,000 6,000

登録
団体 4 3,100 登録
団体 4 4,000 5,000

夜間 一般 3 4,692 4,600 夜間 一般 3 4,524 4,500 4,500 4,500

登録
団体 3 2,300 登録
団体 3 3,000 3,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 800 900

第２実験室 午前 一般 3 4,692 4,600 午前 一般 3 4,524 4,500 4,500 4,500

登録
団体 3 2,300 登録
団体 3 3,000 3,700

午後 一般 4 6,256 6,200 午後 一般 4 6,032 6,000 6,000 6,000

登録
団体 4 3,100 登録
団体 4 4,000 5,000

夜間 一般 3 4,692 4,600 夜間 一般 3 4,524 4,500 4,500 4,500

登録
団体 3 2,300 登録
団体 3 3,000 3,700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,131 1,100 1,100 1,100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 800 900

第３実験室 午前 一般 3 5,161 5,100 午前 一般 3 4,976 4,900 4,900 4,900

登録
団体 3 2,550 登録
団体 3 3,300 4,100

午後 一般 4 6,881 6,800 午後 一般 4 6,635 6,600 6,600 6,600

登録
団体 4 3,400 登録
団体 4 4,400 5,500

夜間 一般 3 5,161 5,100 夜間 一般 3 4,976 4,900 4,900 4,900

登録
団体 3 2,550 登録
団体 3 3,300 4,100
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集会施設使用料一覧

時間区分 区分 時間区分 区分 備考
施設名 場所

改定使用料
計算額（円）

第1期
（円）

第2期
（円）

第3期
改定使用料

（円）
時間

改　　定

現行使用料
計算額（円）

激変
緩和

現　　行

時間
現行使用料

（円）

科学館 第３実験室 時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,244 1,200 1,200 1,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 900 1,000

工作室 午前 一般 3 5,161 5,100 午前 一般 3 4,976 4,900 4,900 4,900

登録
団体 3 2,550 登録
団体 3 3,300 4,100

午後 一般 4 6,881 6,800 午後 一般 4 6,635 6,600 6,600 6,600

登録
団体 4 3,400 登録
団体 4 4,400 5,500

夜間 一般 3 5,161 5,100 夜間 一般 3 4,976 4,900 4,900 4,900

登録
団体 3 2,550 登録
団体 3 3,300 4,100

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,244 1,200 1,200 1,200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 900 1,000

太田黒公園茶室 茶室 午前 一般 3 3,167 * 2,500 午前 一般 3 3,053 2,600 2,800 3,000

登録
団体 3 1,250 登録
団体 3 1,800 2,400

午後 一般 4 4,222 4,200 午後 一般 4 4,071 4,000 4,000 4,000

登録
団体 4 2,100 登録
団体 4 2,700 3,300

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 763 700 700 700

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 400 500

柏の宮公園茶室 茶室 午前 一般 3 5,630 5,600 午前 一般 3 5,428 5,400 5,400 5,400

登録
団体 3 2,800 登録
団体 3 3,600 4,500

午後 一般 4 7,507 7,500 午後 一般 4 7,238 7,200 7,200 7,200

登録
団体 4 3,750 登録
団体 4 4,900 6,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 900 1,100

角川庭園茶室 茶室 午前 一般 3 703 700 午前 一般 3 678 600 600 600

登録
団体 3 350 登録
団体 3 400 500

午後 一般 4 938 900 午後 一般 4 904 900 900 900

登録
団体 4 450 登録
団体 4 600 700

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 169 100 100 100

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100

角川庭園詩歌館 詩歌室１ 午前 一般 3 1,407 1,400 午前 一般 3 1,357 1,300 1,300 1,300

登録
団体 3 700 登録
団体 3 900 1,100

午後 一般 4 1,876 1,800 午後 一般 4 1,809 1,800 1,800 1,800

登録
団体 4 900 登録
団体 4 1,200 1,500

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 508 500 500 500

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 300 400

詩歌室２ 午前 一般 3 938 900 午前 一般 3 904 900 900 900

登録
団体 3 450 登録
団体 3 600 700

午後 一般 4 1,251 1,200 午後 一般 4 1,206 1,200 1,200 1,200

登録
団体 4 600 登録
団体 4 800 1,000

時間超過 一般 - 使用料の3割相当 延長使用料 一般 0.75 226 200 200 200

登録
団体 - 使用料の3割相当 登録
団体 0.75 100 100
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